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〇
内
閣
府
令
第

号

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
質
屋
営
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
十

条
及
び
第
十
二
条
、
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
第
五
十
五
条
並
び
に
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

質
屋
営
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

質
屋
営
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
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規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
標
識
の
様
式
）

（
許
可
の
表
示
）

第
十
五
条

法
第
十
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の

第
十
五
条

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
表
示
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の

と
お
り
と
す
る
。

表
示
札
に
よ
る
。

（
標
識
の
閲
覧
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い

［
条
を
加
え
る
。
］

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二

当
該
質
屋
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

２

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
当
該
質
屋
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
物
品
を
質
に
取
る
場
合
の
確
認
の
方
法
）

（
物
品
を
質
に
取
る
場
合
の
確
認
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
十
二
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
身
分
証
明
書
、
運

第
十
六
条

法
第
十
二
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
身
分
証
明
書
、
運

転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
そ
の
質
置
主
の
住
所
、
氏
名
、

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

職
業
及
び
年
齢
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示
を
受
け
、
又
は
質
置
主

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
そ
の
質

以
外
の
者
で
質
置
主
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
に
そ
の
質
置
主
の

置
主
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示

住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

を
受
け
、
又
は
質
置
主
以
外
の
者
で
質
置
主
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る

も
の
に
そ
の
質
置
主
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
認
定
等
の
申
請
）

（
認
定
等
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
（
以
下
「
認
定
申
請
書

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
申
請
書
（
以
下
「
認
定
申
請
書

」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一

」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
認
定
更
新
申
請
書
（
以
下
「
認
定
更
新
申
請
書
」
と
い
う
。

項
に
規
定
す
る
認
定
証
更
新
申
請
書
（
以
下
「
認
定
証
更
新
申
請
書
」
と
い

）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２

認
定
申
請
書
又
は
認
定
更
新
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
主

２

認
定
申
請
書
又
は
認
定
証
更
新
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

公
安
委
員
会
は
、
認
定
申
請
書
又
は
認
定
更
新
申
請
書
を
提
出
し
た
者
（

２

公
安
委
員
会
は
、
認
定
申
請
書
又
は
認
定
証
更
新
申
請
書
を
提
出
し
た
者

警
備
業
者
の
相
続
人
で
あ
る
未
成
年
者
で
警
備
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受

（
警
備
業
者
の
相
続
人
で
あ
る
未
成
年
者
で
警
備
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を

け
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人

受
け
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法

で
あ
る
場
合
は
そ
の
役
員
）
を
含
み
、
法
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
役
員
と
す

人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
役
員
）
を
含
み
、
法
人
で
あ
る
場
合
は
そ
の
役
員
と

る
。
）
が
法
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

す
る
。
）
が
法
第
三
条
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
認
定

る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
法
第
五
十
一
条
に
規
定

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
法
第
五
十
一
条
に
規

す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
証
の
様
式
）

［
条
を
削
る
。
］

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二

号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
通
知
の
方
法
）

（
通
知
の
方
法
）

第
五
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］
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（
標
識
の
様
式
）

第
六
条

法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二

［
条
を
加
え
る
。
］

号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
）

［
条
を
削
る
。
］

第
七
条

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
認
定
証
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
、
別
記
様
式
第
三
号

の
再
交
付
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
交
付
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署
長
を
経
由

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
閲
覧
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い

［
条
を
加
え
る
。
］

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二

当
該
警
備
業
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

２

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
当
該
警
備
業
者
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
）

（
認
定
証
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
）

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
は
、
法

第
八
条

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
は
、
当

第
四
条
に
規
定
す
る
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
満

該
認
定
証
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

了
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新)

（
認
定
証
の
有
効
期
間
の
更
新)

第
九
条

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
を
更
新
し
た
と
き
は
、

第
九
条

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
は
、
更
新
を
受

更
新
を
申
請
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
有
す
る
認
定
証
と
引
換
え
に
新
た
な
認
定
証
を
交
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付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

法
第
九
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

第
十
二
条

法
第
九
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

認
定
を
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
及
び
認
定
の
番
号

一

認
定
証
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
及
び
認
定
証
の
番
号

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
認
定
証
の
書
換
え
）

第
二
十
条

削
除

第
二
十
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
の
書
換
え
申
請
書
及
び
当
該
認
定
証
の

写
し
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
換
え
申
請
書
及
び
認
定

証
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
規
定
は
法
第
十
一
条
第

三
項
の
認
定
証
の
書
換
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
法
第
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条

法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定

第
二
十
一
条

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
警
備
業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
警
備
業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
つ
た

場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
と
お
り
と

場
合
の
届
出
に
係
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

第
二
十
二
条

法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
内
閣

第
二
十
二
条

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び

府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び

変
更
の
事
由
と
す
る
。

変
更
の
事
由
と
す
る
。

第
二
十
三
条

法
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
内
閣

第
二
十
三
条

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
死
亡
等
の
届
出
）

（
認
定
証
の
返
納
等
）

第
二
十
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

第
二
十
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
証

出
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
に
あ
つ
て
は
主
た
る
営

の
返
納
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
は
、
認
定
証
の
返

業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
（
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

納
に
あ
つ
て
は
認
定
証
を
返
納
す
べ
き
こ
と
と
な
つ
た
事
由
及
び
当
該
事
由

出
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長

の
発
生
年
月
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察

及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署

署
長
を
経
由
し
て
、
届
出
書
の
提
出
に
あ
つ
て
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

長
）
を
経
由
し
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
に

に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
事
由
の

あ
つ
て
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
由
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
警

発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

察
署
長
を
経
由
し
て
、
当
該
事
由
の
発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

第
二
十
六
条

法
第
十
二
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
認
定
証

は
、
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
こ
と
と
な
つ
た
事
由
及
び
当
該
事
由
の
発
生
年

を
返
納
す
べ
き
こ
と
と
な
つ
た
事
由
及
び
当
該
事
由
の
発
生
年
月
日
と
す
る

月
日
と
す
る
。

。

第
五
十
四
条

法
第
四
十
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

第
五
十
四
条

法
第
四
十
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

認
定
を
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
及
び
認
定
の
番
号

一

認
定
証
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
の
名
称
及
び
認
定
証
の
番
号

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
等
の
申
請
）

（
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
等
の
申
請
）

第
六
十
三
条

［
略
］

第
六
十
三
条

［
同
上
］

２

公
安
委
員
会
は
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う

２

公
安
委
員
会
は
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

と
す
る
者
が
法
第
四
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

二
十
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

二
十
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
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そ
の
者
に
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
求
め

そ
の
者
に
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
第
３
号

削
除
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は

当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
探
偵
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

（
探
偵
業
の
廃
止
等
の
届
出
）

第
三
条

［
１
・
２

略
］

第
三
条

［
１
・
２

同
上
］

３

届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
四
条
第
二
項
の
内
閣
府

３

法
第
四
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

令
で
定
め
る
書
類
は
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変

届
出
書
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

更
事
項
に
係
る
も
の
と
す
る
。

［
各
号
を
削
る
。
］

一

営
業
を
廃
止
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

二

届
出
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書

類イ

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面

ロ

第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係

る
も
の

（
探
偵
業
届
出
証
明
書
の
交
付
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
四
条

法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
探

偵
業
届
出
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
と
お
り

と
す
る
。

２

探
偵
業
届
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
探
偵
業
届
出
証
明
書

を
亡
失
し
、
又
は
当
該
探
偵
業
届
出
証
明
書
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
別
記
様
式
第
五
号
の
探
偵
業
届
出
証
明
書
再
交
付
申
請
書
を
当
該
公
安
委

員
会
に
提
出
し
、
探
偵
業
届
出
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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３

前
項
の
規
定
に
よ
り
探
偵
業
届
出
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
た
者
は
、
亡

失
し
た
探
偵
業
届
出
証
明
書
を
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
探
偵
業
届
出
証
明
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に

返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

探
偵
業
届
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
同

居
の
親
族
又
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
探
偵
業
届
出
証
明
書
を
当
該

公
安
委
員
会
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
名
簿
の
記
載
事
項
等
）

（
名
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

（
標
識
の
様
式
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第

［
条
を
加
え
る
。
］

四
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
標
識
の
閲
覧
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の

［
条
を
加
え
る
。
］

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合

二

当
該
探
偵
業
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合

２

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
当
該
探
偵
業
者
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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［
様
式
を
削
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
質
屋
営
業
法
施

行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
号
及
び

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
記
様
式
第
四
号
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ

る
も
の
と
み
な
す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


